
税務部債権管理課　　

市税
国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
介護保険料

強制徴収公債権 保育所運営費負担金
 （地方自治法第231条の3第3項） 公立保育所使用料

下水道使用料
下水道事業受益者負担金
母子生活支援施設入所費負担金
養育医療の給付に関する徴収金

公債権 療育の給付に関する徴収金
 （地方自治法第231条の3第1項） 路上喫煙及びポイ捨て防止条例による過料

道路占用料　　他

債権 金銭債権
※1

生活保護費返還金
(H26.7.1以後に支弁した保護費に係る生活保護法第78条徴収金は強制徴収公債権)
(生活保護法第63条返還金のうち生活保護法第77条の2徴収金は強制徴収公債権）

非強制徴収公債権 し尿収集手数料
児童育成料
市場使用料　他

奨学金返還金
市営住宅使用料
市営霊堂使用料

私債権 学校給食費
 （地方自治法施行令第171条） 水洗便所化改造工事資金貸付金　他

※1　自治体が保有する金銭の給付を目的とする権利

(地方自治法第240条第1項)

※2　公法上の原因に基づいて発生する債権

※3　私法上の原因に基づいて発生する債権

　※2

　※3

船橋市の債権について

国税又は地方税の例により滞納処分することができる債権

民事訴訟法による「支払督促」「訴訟」により債務名義を取得しなければ強制執行できない債権
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